
丸亀市民球場　施設使用料一覧表

基本施設（グラウンド、ダッグアウト、選手更衣室、グラウンドキーパーブース）

アマチュアスポーツの場合

午前 午後 １日 １時間 １時間

（9:00～12:00） （13:00～17:00） （9:00～17:00）
（9:00～17:00の分

割使用）

（9:00～17:00以

外の使用）

入場料の最高額の３０

倍に相当する額×1.3倍

入場料の最高額の１０

倍に相当する額×1.3倍

入場料の最高額の４５

倍に相当する額×1.3倍

入場料の最高額の１５

倍に相当する額×1.3倍

午前 午後 １日 １時間 １時間

（9:00～12:00） （13:00～17:00） （9:00～17:00）
（9:00～17:00の分

割使用）

（9:00～17:00以

外の使用）

17,160円 22,880円 34,320円 6,570円 6,570円
入場料の最高額の９０

倍に相当する額×1.3倍

入場料の最高額の３０

倍に相当する額×1.3倍

附属施設

午前 午後 １日 １時間 １時間

（9:00～12:00） （13:00～17:00） （9:00～17:00）
（9:00～17:00の分

割使用）

（9:00～17:00以

外の使用）
全面使用 2,410円 3,220円 4,830円 800円 800円
部分使用

（床面の２分

の１以下を使

用する場合）

1,300円 1,690円 2,470円 520円 520円

660円 880円 1,320円 220円 220円
540円 720円 1,090円 180円 180円
390円 520円 780円 130円 130円

全面使用 3,620円 4,830円 7,250円 1,200円 1,200円
部分使用

（床面の２分

の１以下を使

用する場合）

1,820円 2,470円 3,640円 650円 650円

1,950円 2,600円 3,900円 650円 650円
1,670円 2,230円 3,350円 550円 550円
1,050円 1,400円 2,100円 350円 350円

全面使用 9,670円 12,890円 19,340円 3,220円 3,220円
部分使用

（床面の２分

の１以下を使

用する場合）

4,940円 6,500円 9,750円 1,690円 1,690円

2,570円 3,430円 5,140円 850円 850円
2,220円 2,960円 4,440円 740円 740円
1,400円 1,870円 2,800円 460円 460円

全面使用 48,360円 64,480円 96,720円 16,120円 16,120円
部分使用

（床面の２分

の１以下を使

用する場合）

24,180円 32,240円 48,360円 8,060円 8,060円

12,900円 17,210円 25,810円 4,300円 4,300円
10,990円 14,660円 21,990円 3,660円 3,660円
6,980円 9,300円 13,960円 2,320円 2,320円
930円 1,240円 1,870円 310円 310円
620円 830円 1,240円 200円 200円

1,010円 1,350円 2,020円 330円 330円
420円 570円 850円 140円 140円
420円 570円 850円 140円 140円

3,620円 4,830円 7,250円 1,200円 1,200円
1,560円 2,080円 3,120円 520円 520円
2,340円 3,120円 4,680円 780円 780円
890円 1,190円 1,790円 290円 290円

1,360円 1,820円 2,730円 450円 450円

定住自立圏外

会議室３
営利目的で使用しない場合

営利目的で使用する場合

記者室・カメラ室

放送中継室１、２

シャワー室１、２

会議室１、２
営利目的で使用しない場合

営利目的で使用する場合

審判員室・審判員控室
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収
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屋内練習場

トレーニングスペース１、２

素振りスペース１、２

ブルペン（１箇所当たり）

入

場

料

を

徴

収

す

る

場

合 素振りスペース１、２

ブルペン（１箇所当たり）

素振りスペース１、２

ブルペン（１箇所当たり）

本部役員室・医務控室

放送室・記録室

素振りスペース１、２

ブルペン（１箇所当たり）

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

屋内練習場

トレーニングスペース１、２

入場料の最高額の３００倍に相当する額×1.3倍

使用区分

時　　　　間
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屋内練習場

トレーニングスペース１、２
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る
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合

屋内練習場

トレーニングスペース１、２

3,280円 3,280円

入場料を徴収する場合 入場料の最高額の１５０倍に相当する額×1.3倍

アマチュアスポーツ以外の場合

使用区分

時　　　　間

入場料の最高額の１００倍に相当する額×1.3倍

一般
入場料を徴収しない場合 8,580円 11,440円 17,160円

使用区分

時　　　　間

小学生

中学生

高校生

入場料を徴収しない場合 3,430円 4,570円 6,860円 1,310円 1,310円

入場料を徴収する場合


